
対象者

（本人または配偶者の）
妊娠・出産の申出をし
た労働者

３歳に満たない子を養
育する労働者

内容
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度の    
    内容
② 育児休業・産後パパ育休の申出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間に    
    おいて負担すべき社会保険料の取扱い

時期
妊娠・出産の申し出が出産予定日
の１か月半以上前に行われた場合
は、出産予定日の1か月前までに
＊その他適切な時期に実施

方法

① 面談（オンライン可）
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等
のいずれか
（③④は労働者が希望した
場合に限る）

労働者の子が 3 歳の誕生日の１か
月前までの1年間（1 歳11か月に
達する日の翌々日から2歳 11か月
に達する日の翌日まで）

① 「柔軟な働き方を実現するための措置」の
    内容
② 対象措置の申出先
③ 所定外労働の制限に関する制度、時間外
労働・深夜業の制限に関する制度
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令和 6 年 5 月に国会で成立し、令和 7 年から段階的に
施行される育児・介護休業法について取りまとめました。
農業分野においても今回の改正内容が労務管理や人材確
保に大きく関わります。新規就農者の確保、人材の定着
のため、法改正への対応が必要となるので、本郷をお読
みいただければ幸いです。

今回は、育児・介護の両立支援制度について取り上げましたが、仕事と治療の両立、副業・
兼業など、多様な働き方が広がっています。労働者一人ひとりが、仕事とライフイベントを
両立できる職場環境を一つ一つ整えていくことは、労働者との信頼関係の構築につながりま
す。そして、人材の確保・定着にもつながることでしょう。

対象者
対象家族の介護に
直面した旨の
申出をした労働者

40歳に達する労働者

内容
① 介護休業に関する制度、介護両立
    支援制度等の内容
② 介護休業・介護両立支援制度等の
    申出先
③ 介護休業給付に関すること

＊介護保険制度についても知らせることが望ましい

時期
●介護休業の開始希望日の１か月以上
前に申出が行われた場合：
介護休業の開始希望日の
２週間前まで

方法
① 面談（オンライン可）
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等

のいずれか
（③④は労働者が希望した
場合に限る）

① 労働者が 40 歳に達する日
（誕生日の前日）の属する年度（1年間）

② 労働者が40歳に達する日の翌日
（誕生日）から１年

① 介護休業に関する制度、介護両立支
援制度等の内容
② 介護休業・介護両立支援制度等の申
出先
③ 介護休業給付に関すること

① 面談（オンライン可）
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等

●介護両立支援制度等の開始希望日の
２か月以上前に申出が行われた場合：
介護両立支援制度等の開始希望日の１
か月前まで
＊その他適切な時期に実施

参考：「育児・介護休業法　令和６年（２０２４年）改正内容の解説」（厚生労働省Webサイト内）URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

介護に関する個別の周知・意向確認

のいずれかに実施 のいずれか

上記以外にも、育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など、定期的に面談を行うことが望ましいです。
また、これから育児・介護の両立支援制度を活用し、柔軟な働き方を選択する労働者が増えることが想定されます。
これを機に、業務の役割分担、人員配置等、業務の見直しや体制の再構築の検討をおすすめします。



⑩柔軟な働き方を実現するための措置等             
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

今回の法改正では、子の年齢に応じた柔軟な働きを実現するために、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者
に対して、次の５つの中から、職場のニーズを把握した上で、２つ以上の措置を選択して制度を講じることが求め
られています。

主な法改正の内容は、以下のとおりです。各制度の見直し・対象者の拡大とあわせて、制度の周知・情報提供を行うことにより、育児・
介護の両立を支える改正となっています。

育児・介護休業法が令和 6（2024）年に改正され、令和 7（2025）年 4月 1日から段階的に施行
されます。
共働き世帯が増加し、パートナーと相談しながら、お互いのキャリアを考える時代。今回の法改正
を理解するとともに、仕事と育児・介護の両立について考える機会としてはいかがでしょうか。

1 主な法改正の内容及び対応

●令和7（2025）年 4月1日施行の内容

仕事と育児の両立に関する内容

●令和7（2025）年 10月1日施行の内容

2 ３歳以上の子を養育する労働者に対する制度の新設

① 子の看護休暇の見直し
② 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大
③ 短時間勤務制度（3歳未満）の代替措置にテレワーク等を追加
④ 育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大

仕事と介護の両立に関する内容
⑤ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑥ 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
⑦ 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置
⑧ 介護両立支援制度等の個別周知・意向確認、早期の情報提供

仕事と育児・介護の両立に関する内容
仕事と育児・介護の両立に関する内容

⑨育児・介護のためのテレワーク等の導入（努力義務）

※下記改正内容に沿って、就業規則や社内規定を速やかに見直す必
要があります。また、労使協定を締結し、対象者の範囲を定めてい
る場合は、労使協定の再締結を行いましょう。

始業時刻等の変更
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3
保育施設の設営運営等

テレワーク等（10 日以上／月）

3 介護離職防止に向けた支援の強化

育児・介護休業を取得しやすい雇用環境の整備

子が生まれてまもなくは休業、１歳以降は短時間勤務を希望する割合が高いものの、３歳以降は、残業しない働き方、出社・退社
時間やシフトの調整など、柔軟な働き方を希望する割合が高くなっています。子の年齢や労働者本人の希望に応じて、どのような
取り組みができるか、取り組み導入のための準備や体制づくりも含め、社内で話し合う場を設けることも「活用される制度」を作
る上で、重要です。

高齢化の進展とともに、家族の介護をしながら働く人の数は、この１０年間で７３ .6 万人増加し、約３６５万人に
達しています。社内の介護両立支援制度の内容や利用手続き等を知らなかったために利用が進んでいないことも介
護離職の一因となっている可能性が考えられます。社内の介護両立支援制度や介護保険制度を「知る機会」を作る
ことも今回の法改正の１つです。詳細は次の項目で説明いたします。

4 制度を効果的に活用するために
令和３（２０２１）年の改正で、産後パパ育休の新設、「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」及び「個別の周知・
意向確認」を制度化しました。法施行２年後の令和５年の育児休業取得率は、３０.１％と大幅に上昇しました。
各制度を効果的に活用するためには、社内で整備した両立支援制度の内容や利用手続き等を周知する機会を設け、
効果的な利用を促すことが重要です。

以下のいずれかの措置を実施しなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

育児休業・
産後パパ育休

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
③ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

介護休業

兵庫県淡路島生まれ、宮城県仙台市育ち。宮城学院女子大学卒業。大学時代から草
月流（いけばな）を学び、２級師範参与を取得。中小企業の総務事務やハローワー
クの求職者支援などの仕事を通して、社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリ
アコンサルタントの資格を取得。中小企業の労務管理や採用支援に携わる。経営
者の声に耳を傾け、現状を「見える化」し、働く人の力を最大限に活かす会社づく
りに力を入れている。

松倉社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松倉 惠子氏

育児介護休業法改正

今回のポイント

就業しつつ子を養育することを容易にするための
休暇（養育両立支援休暇）の付与（10日以上／年）

短時間勤務制度（１日の所定労働時間を
原則６時間とする措置を含む）

追加


